令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）

申請書類等様式
○
質問書……………………………………………………【様式１】
○
企画提案応募申請書（表紙）…………………………【様式２】
○
会社概要表………………………………………………【様式３】
○
実績書……………………………………………………【様式４】
○
企画提案書………………………………………………【様式５】
○
事業計画…………………………………………………【様式６】
○
積算書……………………………………………………【様式７】
○
誓約書……………………………………………………【様式８】
【様式１】
令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）
質　　問　　書
令和　年　月　日
住所
会社名
代表者名
担当者名
電話番号
E-mail
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	No
	仕様書の項目
	質問内容

	
	
	


【様式２】
受付番号　　
令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）
企画提案応募申請書
みだしのことについて、企画提案公募要領に規定する応募資格を満たし、かつ、企画提案公募要領及び業務委託仕様書を遵守することを誓約し、以下のとおり応募します。
令和　年　月　日
　沖　縄　県　知　事　殿
提出者　住　　所
会 社 名
代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
連絡担当者
所属・職・氏名
電話番号
ＦＡＸ
E-mail
【記入上の注意事項】
企業共同体の場合は代表法人名を記載すること。
【様式３】
会　社　概　要　表
	会　　社　　名
（代表者氏名）

	

	沖縄における
本店の住所
	

	設　立　年　月

	
	関　係　会　社

	

	資　　本　　金

	円

	
	

	社　　員　　数

	　　　　　　人

	
	

	主要加盟団体

	
	
	

	会社の主要業務：  

	

	

	

	

	

	類似の事業への応募状況：

	

	

	

	

	

	主要株主
(出資者)
	株　　主　　名
	持　株　割　合

	
	
	（％）

	
	
	

	
	
	


【記入上の注意事項】
共同企業体で応募する場合は、参加する企業すべてについて本様式を作成すること。
【様式４】
実  　績  　書
１　県産品の販路拡大に係る国・県・市町村からの受託事業の実績
その１

	受託事業名
	
	履行期間
	

	発注機関
	
	契約金額
	

	業務概要


	本業務に活かせる点




　※実績がわかる写真の貼付
その２

	受託事業名
	
	履行期間
	

	発注機関
	
	契約金額
	

	業務概要


	本業務に活かせる点




　※実績がわかる写真の貼付
その３

	受託事業名
	
	履行期間
	

	発注機関
	
	契約金額
	

	業務概要


	本業務に活かせる点




　※実績がわかる写真の貼付
【記入上の注意事項】
１　共同企業体として応募する場合は、どの企業による実績かを明記すること。
【様式５】
令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）
企　画　提　案　書
	 ※　Powerpoint形式等別資料を添付して提案することも可能


【記入上の注意事項】

※　日本産業規格Ａ列４番（以下「Ａ４」という。）とし、表紙を含め片面印刷20枚以内でカラー印刷及び長辺綴りとし、ページ番号を振ること。
【様式６】

事　業　計　画
１　年間スケジュール
２　事業実施体制図　（担当者の役割を明確に記載すること。）
　※経歴・資格等の記載も可。
　※共同企業体の場合は、参加企業の役割を明確にすること。
【様式７】
積　　算　　書
令和　年　月　日
沖　縄　県　知　事　殿
住所
会社名
代表者名　　　　　　　　　　印
事業名称：令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）
上記事業の委託費について下記のとおり積算見積します。
積算見積金額　　　　　　　　　　　円（消費税含む）
内訳（公募要領にしたがって作成すること。別紙可。）
【記入上の注意事項】

※企画提案公募要領及び企画提案仕様書に従って記入すること。
【様式８】

誓約書
沖縄県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名
私は、令和８年度稼ぐ県産品支援事業（プロモーション事業）業務委託の企画提案を申請するにあたり、沖縄県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないことを誓約します。

（参考）
沖縄県暴力団排除条例（平成23年沖縄県条例第35号）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (１)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律  第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
  (２)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　二　暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

　（中略）

  六　暴力団員　暴力団の構成員をいう。

【記入上の注意】

共同企業体として応募する場合は、全構成員が提出すること。
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